
  

令和７年度第２回 

 

京 都 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 

 

令和７年７月 31日（木）午前９時 30分～午前 11時 30分（予定） 

京都労働局６階会議室 

 

 

 

 

 

 

議 事 次 第  

 

１ 開  会 

 

２ 議  事 

 

（１） 令和７年度 特定（産業別）最低賃金の改正決定の必要性の有無について（諮問） 

（２） 令和７年度 京都地方最低賃金審議会専門部会の委員の任命について 

（３） 京都府最低賃金の改正決定に係る関係労働者及び関係使用者の意見について 

（４） 中央最低賃金審議会 目安審議の状況について 

（５） 前回提出資料の補足説明について 

 



最低賃金の件名 申出者
Ａ 協約適用
又は合意者数

（人）

Ｂ 適用
労働者数
（人）

Ａ／Ｂ
（％）

申出
ケース

改正･新
設･廃止

申出
年月日

1

京都府金属素形材
製品、ボルト・
ナット・リベッ
ト・小ねじ・木ね
じ等製造業最低賃
金

最賃京都機械
金属連絡会議

議長
青山　勲

624 2,001 31.1 労働協約 改正 R7.7.29

2

京都府電子部品・
デバイス・電子回
路、電気機械器
具、情報通信機械
器具製造業最低賃
金

最賃京都機械
金属連絡会議

議長
青山　勲

16,736 30,483 54.9 同上 同上 同上

3

京都府輸送用機械
器具、建設機械・
鉱山機械製造業最
低賃金

最賃京都輸送
用機械連絡会

議長
大西　稔

4,188 8,504 49.2 同上 同上 同上

4
京都府各種商品小
売業最低賃金

京都小売最賃
連絡会

代表幹事
師玉　憲治郎

6,054 8,626 70.1 同上 同上 同上

5
京都府自動車（新
車）小売業最低賃
金

最賃京都新車
小売業関連連
絡会議

議長
大西　稔

2,479 5,299 46.7
公正競
争

同上 同上

6

京都府百貨店、総
合スーパーマー
ケット、ドラッグ
ストア最低賃金

京都小売最賃
連絡会

代表幹事
師玉　憲治郎

7,896 14,392 54.8 労働協約 新設 同上

7

京都府百貨店、総
合スーパーマー
ケット、ホームセ
ンター最低賃金

京都小売最賃
連絡会

代表幹事
師玉　憲治郎

6,212 12,307 50.4 労働協約 同上 同上

注

・Ａ/Ｂ（％）は、少数点第２以下を切り捨て表示している。

・「京都京都府百貨店、総合スーパーマーケット、ドラッグストア最低賃金」及び「京都府百貨店、総合スーパーマー
ケット、ホームセンター最低賃金」Ｂ（適用労働者数）については、総務省統計局「令和４年次フレーム」を独自集計
したものである。

令和７年度 特定（産業別）最低賃金の改正に関する申出一覧表

令和７年７月29日作成

京都労働局賃金室

・[京都府自動車（新車）小売業最低賃金]のＢ（適用労働者数）については、｢令和3年経済センサス活動調査、」及び
各業界団体の調査結果等からの推計による｡
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和7年７月18日任命

現 職

河原
カワハラ

　美紀
ミ キ

京都府社会保険労務士会 副会長

櫻井
サクライ

 純理
ジュンリ

立命館大学 産業社会学部 教授

東
ヒガシ

　雄大
ユウダイ

京都産業大学 経済学部 准教授

大西
オオニシ

　幹子
ミ キ コ

連合京都職員

大西
オオニシ

　稔
ミノル

三菱自動車工業労働組合 京都支部 支部長
日本労働組合総連合会京都府連合会　副会長
自動車総連京都地方協議会　議長

門野
カ ド ノ

　昭
アキ

善
ヨシ

ＵＡゼンセン 京都府支部 次長

石垣
イシガキ

 一也
カ ズ ヤ

一般社団法人京都経営者協会　理事　事務局長

沼田
ヌ マ タ

　行
ユキ

博
ヒロ

京都府中小企業団体中央会　専務理事

深沢
フカザワ

　信介
シンスケ

株式会社ワコール　執行役員　人事総務本部長

       　（五十音順）

令和7年度 京都府最低賃金専門部会 委員名簿

氏  名

公
益
代
表
委
員

労
働
者
代
表
委
員

使
用
者
代
表
委
員

13

honmat
フリーテキスト
資料№９



14

honmat
フリーテキスト
資料№10



15



16



17

honmat
フリーテキスト
資料№11



18



19



20



21



22



23

honmat
フリーテキスト
資料№12



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61

honmat
フリーテキスト
資料№13



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



105



106



107

honmat
フリーテキスト
資料№14



2025 年 7月 29 日 

京都地方最低賃金審議会 御中 

 

ユニオンネットワーク・京都 
事務局  服部 恭子 

連絡先 〒 601 － 8015 

京都府京都市南区東九条上御霊町64-1 

アンビシャス梅垣ビル１F   

TEL 075-691-6191  

FAX ０７５－691-6145 

 

意 見 陳 述 書 

 

1 最低賃金の大幅引き上げで均等待遇への道を開くよう求める。 

最低賃金近傍の時給（時間単価）で働く労働者が増えています。 

労働者の内部でも低賃金労働者と相対的に賃金の高い労働者の格差が広がっています。

別紙のグラフを見てもわかるように、低賃金の非正規雇用労働者の増加と共に、正社員

（一般労働者）の中でも最低賃金近傍（地方最賃×1.15）の労働者が増加しています。

その一部は、おそらくは“フルタイムパート”という矛盾した名称の有期雇用労働者が無

期転換したものの“賃金労働条件は従前どおり”の低賃金に置かれているものと推察しま

す。 

その他にも最低賃金で働いている正社員が増えています。最近の労働相談の事例で、完全

に最低賃金1058円で計算されていたケースがありました。基本給170,000円＋固定

残業代（40時間分）52,934円＋固定深夜手当（40時間分）10,587円＋調整給9,977

円＋通勤手当 10,000 円＝253,498 円というものです。40 時間を超えた残業や深夜

労働、休日割増は別途支払われており、相当な長時間労働で結局は退職することになりま

したが、この労働者の平均的な賃金総額（額面）は35万円程度でした。３５万円程度の

収入を法定労働時間内で稼ごうと思えば、時間単価は2,000円以上必要です。 

2025 年京都府の高卒初任給平均は 170,800 円で、最低賃金ベースです。定期昇給制

度の無い職場も少なくありません。会社の経営によっては何年働いても最賃近傍です。ま

た定年後の再雇用（雇用延長）で働く労働者の多くが定年前の賃金よりも大幅に減少して

最賃近傍になっているケースが多くみられます。 

同じ （価値の）仕事をしているのに賃金の大きな差があることは同一労働同一賃金に反す

る不合理な状況です。早急に是正して仕事に見合った、まっとうな賃金にすべきです。そ

れは人手不足、人材難に苦しむ中小企業にとっても必要なことです。大幅な賃金引き上げ

を実現するための施策が求められています。 

最低賃金の大幅引き上げによって正規・非正規の格差を縮め、均等待遇の実現に歩を進め

るべきだと考えます。 

 

2 最低賃金を直ちに時間額 1,500 円以上とし、2,000 円をめざすことを求める。 

最低賃金の水準が低すぎます。非正規雇用労働者が増加し、労働人生の多くの期間を非正
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規雇用で働く労働者、世帯を支える非正規の労働者も増えています。低賃金は将来の年金

受給額にも影響する大問題です。  非正規雇用」はもはや “補助的な労働”や “小遣い稼

ぎ”ではありません。実質賃金が長期間マイナスとなっているように物価高騰にも追いつ

いていません。現在、京都府の最低賃金は1,058円ですが、この最低賃金で年間2000

時間働いても 211.6 万円の年収です。月額で 17.6 万円です。最低賃金が 1,500 円に

なれば、年収は３００万円（月額25万円）となります。アメリカの“Fight for 15$”

運動がストライキを含めて広がったのは2012年頃だったと思います。2015年には世

界同時アクションが取り組まれ、私たちも最低賃金1,500円を求めて参加したことを覚

えています。アメリカではすでに何年も前にいくつもの州や市で15＄の最低賃金が実現

しています。日本でなぜ 1,500 円が実現していないのでしょうか。早期に最低賃金

1,500 円を実現すべきです。さらに、ILO が示すように 労働者とその家族の必要」を

満たす水準へと引き上げを行うべきです。 

 

3．全国どこでも同じ最低賃金にすることを求める。 

昨年の地方最賃審議では徳島ショックとも呼ばれた 84 円の引き上げをはじめ、各地で

目安を大幅に上回る引き上げが行われました。各地の賃金水準に大きく影響する最低賃

金は、地方から都市部への人口流出、地方の過疎化の大きな要因です。また、日本郵便や

大手スーパー、コンビニエンスストア、居酒屋チェーン、衣料チェーンなど同じ資本系列

で同じ就業規則、同じマニュアルで働いている多くの非正規雇用労働者が異なる賃金で

働くことにも合理性はありません。同一労働同一賃金の原則に反した差別としか言いよ

うがありません。全国一律の最低賃金を早期に実現すべきです。 

 

4．物価高に負けない最低賃金の引き上げを早期に実行することを求める。 

かねてより、最低賃金の再改定 （年回回以上）を求めてきました。物価の急騰が労働者の

生活を圧迫しているからです。半年前のデーターに基づく１０月からの改定では、物価の

上昇に追いつきません。半年のタイムラグは生活を破壊し続けています。審議会を何度も

開催することが困難なら、物価上昇に合わせた自動改定の仕組みを導入すべきです。 

最新の京都市の消費者物価指数を見ると、総合では５年前と比べて112.3 ですが食品で

は 125.6 です。５年前の最低賃金で計算すると 909 円×1.123＝1,142 円になりま

す。参院選挙では物価対策で 給付か減税か」という論争が展開されていましたが、物価

をどうやって下げるのか、安定させるのか、の政策は見えませんでした。多少の手取りが

増えること以上に今後の物価が安定することの方が生活者にとって、とりわけ低賃金で

日々やりくりに汲々としている労働者にとって、より大きな安心材料です。しかし、現状

はそれ以前の問題です。実質賃金が削られ続け、低賃金労働者にとって最大の支出である

食料品と光熱費が円安や気候変動で値上がりし続ける現状では、まず最低賃金の大幅引

き上げが今日を生き延びるための待ったなしの課題です。 

特に危険な暑さに見舞われている京都ではエアコン代の節約のために熱中症の危険にさ

らされています。命に係わる問題です。 

今年度、今後の物価動向予測を踏まえ、また昨年までの最低賃金引き上げと物価上昇の差

を埋め合わせるために消費者物価の基礎的支出を超える大幅な引き上げを求めます。 

 

5．審議の全面公開と議事録の早期（1週間程度）公開を求める。 
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最低賃金への感心と注目は年々強まっています。京都の審議会でどのような議論・検討

が行われたのか、議事要旨からはうかがい知ることができません。詳細な議事録の早期

開示をお願いします。また、審議会の全面公開をすることで、多くの人が審議の内容を知

り、最低賃金の意義を理解し、意見を持つことができます。平日昼間、仕事を休んで審議

会の傍聴ができない労働者も、ネット上で議事録を読むことはできます。最低賃金の決

定過程を一部の閉ざされた委員の議論でなく、その影響を大きく受ける労働者に広く公

開すべきです。意見書などを提出するにも、議事録を見ないで意見表明することは困難

を伴います。事務局の大きな負担になるかも知れませんが、審議の公開と詳細な議事録

を１週間程度で公開するように強く求めます。 

 

６．答申の判断材料に国際的な水準を加えることを求める。 

今年は万博の影響もあって、例年以上にインバウンドの観光客が目立ちます。多くの外

国人観光客にとっては 日本は安い」のが実感です。 

外国人労働者の中では日本は賃金が低すぎて韓国や他の国へのシフトが起きています。

日本でも、地方ではなく、東京や大阪で働くことを希望する人が増えています。人やモ

ノ、情報がボーダレスになっている中で、日本の最低賃金はOECD諸国の中でも下位に

あり、取り残されているのが実情です。 

最低賃金の改定を審議する際に、国際比較も重要な要素として検討すべきです。 

 

 以上の通り1～6まで述べてきましたが、これらを実現するために中小企業支援の強

力な政策が必要だと思います。 

消費者物価指数以上に企業の物価指数は上がり続けていることは理解しています。原材

料費、物流コスト、エネルギーコストに加えて円安が大きな打撃にもなっていること

は、今年の春闘の交渉でも聞かされてきました。中小企業における賃金引き上げ交渉は

本当に苦戦しています。物価高倒産や人手不足倒産の危機感も深まっています。 

このような状況だからこそ、最低賃金の大幅引き上げは絶対に必要です。 こうすれば

できる」という解決方法を、知恵をあつめて実現することが求められています。 

そうしなければ、支払い能力の弱い企業には優秀な人材が集まらず、それどころか慢性

的な人手不足と過重労働によって労働者が転職することになります。 

働き方改革で2024年問題と呼ばれた職種では賃金が上がらないために手取りが減っ

て、違法でもいいから残業しないと生活できないという労働者の声もあります。深刻な

過労病死やワークライフバランスを求める声から実現してきた 働き方改革」をなし崩

しにするようなことがあってはなりません。現実には法律違反の長時間労働が無くなっ

ているわけではありません。貧困に苦しむ多くの労働者の存在を直視し、 貧困をなく

す」ことを社会的な合意としなければ、社会の荒廃がどんどん進みます。 

せめて 法定労働時間働けば、ぜいたくはできなくてもまともな人間らしい暮らしがで

きる」という水準を最低賃金制度は実現しなければならないと考えます。 

 普通に働いて普通の人間らしい暮らし、持続可能な生活が営める」この当たり前の社

会を実現するために最低賃金制度の果たしうる役割は極めて大きいと考えます。 

 

以 上 
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賃金分布に関する資料       

一般・短時間労働者計 

2009年（平成２１年）         2024年（令和６年）  

 

 

 

 

 

一般労働者                        2024年（令和６年） 

 

 

2009年（平成２１年）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最賃近傍 最賃×1.15 未満 

717×1.15＝825 円 

1008×1.15＝1159 円 
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短時間労働者 

2009年（平成２１年）         2024年（令和６年）  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最低賃金は非正規雇用だけの問題ではない 

グラフの上限が 1,500 円で切られているので、「一般労働者」については 1,500 円以上

の人数がかなりあると考えられるが、２００９年と２０２４年を比べると、この１５年間

で最低賃金近傍の労働者が２～３倍に増えていることがわかる。グラフの範囲で最も多い

額は 1250円あたり、2番目のピークが 1100円あたりとなっている。 

1250円で月給にすると 21万円超程度、1100円あたりは高卒初任給に近い 19万円 

「短時間労働者」のグラフでも 2009 年では最賃近傍の数は全体の 5 分の 1 程度だが、

2024年では 3分の１以上が最賃近傍に含まれている。 

最低賃金そのものの時給（1,008 円か 1010 円）も二番目のピークを作っている。最も

多いのは 1,100円、第 3位は 1050円となっている。 

 

最低賃金の問題では、中小企業と非正規労働者の課題であるという認識が一般に多いが、

現状では大きな間違いと言わざるを得ない。 

正社員で最賃近傍の労働者も増えているし、なにより低賃金の非正規雇用労働者を大量に

雇っているのは大企業である。（次頁の表） 
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京都労働局長 殿 

京都地方最低賃金審議会 殿 

「最低賃金-全国どこでも・今すぐ１５００円」 

実現を求める署名 

１．最低賃金を“労働者と家族の必要”に見合う金額にすべきです。 

現状の最低賃金は低すぎます。京都府の最低賃金1058円で1日8時間、

月 20 日（月 160 時間/年 1920 時間）働くと 169,280 円（年

2,031,360 円）です。これでは憲法２５条「健康で文化的な最低限度の生活」は実現されません。

ILO 条約の「労働者と家族の必要」にも届きません。石破首相が「2020 年代に 1500 円を実現

する」と掲げていますが、そのためには毎年 100 円近い引き上げが必要です。 

２．全国どこでも同じ最低賃金にすること。 

コンビニや郵便局、居酒屋チェーンなど全国どこにでもあって、アルバイトやパートタイマー労働

者の時給を最低賃金を基準に設定している職場が少なくありません。同じ仕事をしていても、働く

地域によって時給が大きく異なるのは“同一労働同一賃金”の原則から逸脱しています。（東京都

1,163 円、秋田県では 951 円、その差は 212 円！）全国どこでも同じ最低賃金にすべきです。 

３．物価高に負けない最低賃金の引き上げを早期に実行すること 

物価高騰が止まりません。主食のコメも大幅に値上がりし、食費割合の高い低所得層ほど生活が苦

しい状況が続いています。一刻も早く最低賃金の改定をするべきです。 

４．審議会の完全公開と議事録の早期公表を。 

最低賃金への関心が年々高まっています。「どうすれば実現できるのか」課題を明らかにし、多く

の低賃金労働者をはじめ中小企業の経営者も含めて議論すべきです。そのためにも最低賃金審議会

を完全公開して、広く意見を集めることが重要です。 

 

  名  前   住 所 

  

  

  

  

  

取り扱い団体（                   ） 

ユニオンネットワーク・京都  
（連絡先）京都市南区東九条上御霊町 64-1 アンビシャス梅垣ビル 1F ℡ 075-691-6191 

最終締め切り：2025 年６月 1０日 
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